
�愛媛県告示第１２４８号
次のとおり随意契約の相手方を決定した。

平成２７年１０月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広
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�愛媛県告示第１２４９号
愛媛県農業近代化資金利子補給金交付規程（昭和３６年１２月愛媛県告示第１０５１号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

改正後の愛媛県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は、平成２７年９月１８日以降利子補給承認される農業近代化資金について適用し、

同日前に利子補給承認された農業近代化資金については、なお従前の例による。

平成２７年１０月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の

適用を受けるものである。

告 示

随意契約に係る特定役務
の名称及び数量

契約に関する事務を
担当する機関の名称
及び所在地

随意契約の相手方
を決定した日

随意契約の相手方の氏
名及び住所

随意契約に係る
契約金額 随意契約にした理由

税制改正に伴う県税システ
ム改修業務委託事業

愛媛県総務部行財政改
革局税務課
愛媛県松山市一番町四
丁目４番地２

平成２７年９月１７日
日本電気株式会社松山支
店
愛媛県松山市一番町一丁
目１５番地２

９４，８２４，０００円
地方公共団体の物品等又は特定役
務の調達手続の特例を定める政令
（平成７年政令第３７２号）第１０条
第１項第２号の規定による。

改 正 後 改 正 前

（利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率）

第２条 前条の利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利

子補給率は、次のとおりとする。

（利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率）

第２条 前条の利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利

子補給率は、次のとおりとする。

農業近代化資金 利 子 補 給 率 農業近代化資金 利 子 補 給 率

毎週（火・金）曜日発行 第２７１５号 平成２７年１０月１３日

平成２７年１０月１３日火曜日 第２７１５号

愛 媛 県 報

１０６４
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�愛媛県告示第１２５０号
愛媛県治山事業施行規程（昭和６１年３月愛媛県告示第４２７号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

平成２７年１０月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

の種類 法第２条第２

項第１号、第

２号、第４号

及び第５号に

掲げる融資機

関が同条第１

項第１号に掲

げる者に貸し

付ける場合

法第２条第２

項第１号に掲

げる融資機関

が同条第１項

第２号から第

４号までに掲

げる者に貸し

付ける場合

法第２条第２

項第２号から

第５号までに

掲げる融資機

関が同条第１

項第２号から

第４号までに

掲げる者に貸

し付ける場合

の種類 法第２条第２

項第１号、第

２号、第４号

及び第５号に

掲げる融資機

関が同条第１

項第１号に掲

げる者に貸し

付ける場合

法第２条第２

項第１号に掲

げる融資機関

が同条第１項

第２号から第

４号までに掲

げる者に貸し

付ける場合

法第２条第２

項第２号から

第５号までに

掲げる融資機

関が同条第１

項第２号から

第４号までに

掲げる者に貸

し付ける場合

１ 畜舎、果樹

棚、農機具そ

の他の農作物

の生産、流通

又は加工に必

要な施設の改

良、造成、復

旧又は取得に

要する資 金

（農地又は牧

野の改良、造

成、復旧又は

取得に要する

ものを除く。）

年１分２厘５

毛

年１分２厘５

毛

年４厘 １ 畜舎、果樹

棚、農機具そ

の他の農作物

の生産、流通

又は加工に必

要な施設の改

良、造成、復

旧又は取得に

要する資 金

（農地又は牧

野の改良、造

成、復旧又は

取得に要する

ものを除く。）

年１分２厘５

毛

年１分２厘５

毛

年４厘５毛

２～５ 省略 ２～５ 省略

６ 診療施設そ

の他の農村に

おける環境の

整備のために

必要な施設で

あつて農林水

産大臣の定め

るものの 改

良、造成又は

取得に要する

資金（法第２

条第１項第２

号から第４号

までに掲げる

者に貸し付け

られるものに

限る。）

年１分２厘５

毛

年４厘 ６ 診療施設そ

の他の農村に

おける環境の

整備のために

必要な施設で

あつて農林水

産大臣の定め

るものの 改

良、造成又は

取得に要する

資金（法第２

条第１項第２

号から第４号

までに掲げる

者に貸し付け

られるものに

限る。）

年１分２厘５

毛

年４厘５毛

７ 省略 ７ 省略

愛 媛 県 報平成２７年１０月１３日 第２７１５号

１０６５



��������������
�愛媛県告示第１２５１号
愛媛県漁業近代化資金利子補給規程（昭和４４年１０月愛媛県告示第８８１号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

改正後の愛媛県漁業近代化資金利子補給規程の規定は、平成２７年９月１８日以降に利子補給承認される漁業近代化資金について適用し、同

日前に利子補給承認された漁業近代化資金については、なお従前の例による。

平成２７年１０月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（定義）

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ

ぞれ当該各号に定めるところによる。

� 治山事業 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１０条の１５第４

項第４号 に規定する治山事業及び公共土木施設災害復旧事

業費国庫負担法（昭和２６年法律第９７号）第３条第４号又は第５

号に規定する施設に係る災害復旧事業で、県又は知事が施行す

るものをいう。

� 省略

� 森林所有者 森林法 第２条第２項

に規定する森林所有者をいう。

別表（第１１条関係） 治山施設の維持管理区分

（定義）

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ

ぞれ当該各号に定めるところによる。

� 治山事業 特別会計に関する法律（平成１９年法律第２３号）第

１５８条第４項に規定する治山事業及び公共土木施設災害復旧事

業費国庫負担法（昭和２６年法律第９７号）第３条第４号又は第５

号に規定する施設に係る災害復旧事業で、県又は知事が施行す

るものをいう。

� 省略

� 森林所有者 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２条第２項

に規定する森林所有者をいう。

別表（第１１条関係） 治山施設の維持管理区分

区 分 維 持 管 理 内 容 区 分 維 持 管 理 内 容

知

事

１～３ 省略

４ 治山台帳の調製

５・６ 省略

知

事

１～３ 省略

４ 治山台帳の調整

５・６ 省略

省略 省略

改 正 後 改 正 前

（利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び補給率）

第２条 利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び利子補給

率は、次のとおりとする。

（利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び補給率）

第２条 利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び利子補給

率は、次のとおりとする。

漁業近代化資金の種

類

利 子 補 給 率 漁業近代化資金の種

類

利 子 補 給 率

法第２条

第２項第

１号から

第４号ま

でに掲げ

る融資機

関が、同

条第１項

第１号か

ら第５号

まで及び

第１０号に

掲げる者

（漁業近

代化資金

融通法施

行令（昭

和４４年政

法第２

条第２

項第５

号に掲

げる融

資機関

が、同

条第１

項第１

号から

第５号

まで及

び第１０

号に掲

げる者

（令第

５条に

規定す

法第

２条

第２

項第

１号

に掲

げる

融資

機関

が、

同条

第１

項第

６号

に掲

げる

者に

貸し

法第２

条第２

項第２

号及び

第４号

に掲げ

る融資

機関が

、同条

第１項

第６号

から第

１０号ま

でに掲

げる者

（同号

に掲げ

る者に

法第２

条第２

項第５

号に掲

げる融

資機関

が、同

条第１

項第６

号から

第１０号

までに

掲げる

者（同

号に掲

げる者

にあつ

ては、

法第２条

第２項第

１号から

第４号ま

でに掲げ

る融資機

関が、同

条第１項

第１号か

ら第５号

まで及び

第１０号に

掲げる者

（漁業近

代化資金

融通法施

行令（昭

和４４年政

法第２

条第２

項第５

号に掲

げる融

資機関

が、同

条第１

項第１

号から

第５号

まで及

び第１０

号に掲

げる者

（令第

５条に

規定す

法第

２条

第２

項第

１号

に掲

げる

融資

機関

が、

同条

第１

項第

６号

に掲

げる

者に

貸し

法第２

条第２

項第２

号及び

第４号

に掲げ

る融資

機関が

、同条

第１項

第６号

から第

１０号ま

でに掲

げる者

（同号

に掲げ

る者に

法第２

条第２

項第５

号に掲

げる融

資機関

が、同

条第１

項第６

号から

第１０号

までに

掲げる

者（同

号に掲

げる者

にあつ

ては、

愛 媛 県 報平成２７年１０月１３日 第２７１５号

１０６６



令第２０９

号。以下

「令」と

いう。）

第５条に

規定する

団体に限

る。）に

貸し付け

る場合

る団体

に限る

。）に

貸し付

ける場

合

付け

る場

合

あつて

は、令

第５条

に規定

する団

体を除

く。）

に貸し

付ける

場合

令第５

条に規

定する

団体を

除く。

）に貸

し付け

る場合

令第２０９

号。以下

「令」と

いう。）

第５条に

規定する

団体に限

る。）に

貸し付け

る場合

る団体

に限る

。）に

貸し付

ける場

合

付け

る場

合

あつて

は、令

第５条

に規定

する団

体を除

く。）

に貸し

付ける

場合

令第５

条に規

定する

団体を

除く。

）に貸

し付け

る場合

１・２ 省略 １・２ 省略

３ 漁船漁具保管修

理施設、漁業用資

材保管施設、漁船

用油水供給施設、

養殖池、蓄養池、

水産種苗生産施

設、養殖用作業

舎、水産物処理施

設、水産物保蔵施

設、水産物加工施

設、製氷冷凍施

設、水産物等運搬

施設、水産物販売

施設又は漁業用通

信施設の改良、造

成又は取得に必要

な資金（漁船の改

造、建造若しくは

取得に必要なもの

又は次号若しくは

第５号に掲げるも

のを除く。）

同上 同上 同上 年４厘 年４厘 ３ 漁船漁具保管修

理施設、漁業用資

材保管施設、漁船

用油水供給施設、

養殖池、蓄養池、

水産種苗生産施

設、養殖用作業

舎、水産物処理施

設、水産物保蔵施

設、水産物加工施

設、製氷冷凍施

設、水産物等運搬

施設、水産物販売

施設又は漁業用通

信施設の改良、造

成又は取得に必要

な資金（漁船の改

造、建造若しくは

取得に必要なもの

又は次号若しくは

第５号に掲げるも

のを除く。）

同上 同上 同上 年４厘

５毛

年４厘

５毛

４～６ 省略 ４～６ 省略

７ 漁村情報処理・

通信施設（有線放

送施設及び有線放

送電話施設を含

む。）、漁船船員

臨時宿泊施設、漁

業者研修施設、集

会施設、託児施

設、診療施設、水

道施設、ガス供給

施設、下水道施

設、地域休養施

設、漁村広場施

設、漁村センタ

ー、生活安全保護

施設、連絡道又は

廃棄物処理施設の

改良、造成又は取

得に必要な資金

同上 年４厘 年４厘 ７ 漁村情報処理・

通信施設（有線放

送施設及び有線放

送電話施設を含

む。）、漁船船員

臨時宿泊施設、漁

業者研修施設、集

会施設、託児施

設、診療施設、水

道施設、ガス供給

施設、下水道施

設、地域休養施

設、漁村広場施

設、漁村センタ

ー、生活安全保護

施設、連絡道又は

廃棄物処理施設の

改良、造成又は取

得に必要な資金

同上 年４厘

５毛

年４厘

５毛

８ 省略 ８ 省略

愛 媛 県 報平成２７年１０月１３日 第２７１５号

１０６７



�愛媛県告示第１２５２号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第

５７号）第３条第１項の規定により、次の区域を急傾斜地崩壊危険区

域として指定する。

その関係図面は、愛媛県庁並びに関係の地方局建設部及び市役所

において縦覧に供する。

平成２７年１０月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

丸之内Ｂ

次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から標柱９号までを順次

結んだ線及び標柱９号と標柱１号を結んだ線に囲まれた区域

市 町 字 地 番 標 柱

宇和島市 丸之内 丸之内 １番１２１の１ １号

丸之内 １番４６４ ２号

丸之内 １番１２３ ３号，４号，５号

一丁目 ３１９番３ ６号

一丁目 ４０３番 ７号

一丁目 ４１４番 ８号

二丁目 ３０１番１ ９号

�愛媛県告示第１２５３号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第１８条の２第１項の規定に

より、次のとおり指定構造計算適合性判定機関に構造計算適合性判

定を行わせることとした。

平成２７年１０月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 名称及び住所

一般財団法人ベターリビング

東京都千代田区富士見二丁目７番２号

２ 業務区域

愛媛県全域

３ 構造計算適合性判定の業務を行う事務所の所在地

名 称 事務所の所在地

構 造 判 定 部 東京都千代田区富士見二丁目７番２号

４ 行わせることとした構造計算適合性判定の業務

判定を要する全ての建築物に係る判定の業務

５ 行わせることとした構造計算適合性判定の業務の開始の日

平成２７年１０月２日

６ 構造計算適合性判定を行わせることとした日

平成２７年１０月２日

�愛媛県告示第１２５４号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２７年１０月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２５５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２７年１０月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－２５）第１６３２７号 平成２５年
７月１０日 横本建築 横本 則之 松山市祓川２－３－２０ 平成２７年

９月４日
建築工事業
大工工事業

建設業の廃止
（法人成り）

（般－２２）第１６７８７号 平成２２年
１２月３日 愛媛冷暖房（株） 木村眞由美 松山市中央１－１１－３１ 平成２７年

９月４日 建築工事業 建設業の廃止
（一部）

（特－２４）第１７１９号 平成２４年
１０月１６日 （有）麓工務店 麓 明 松山市小坂２－２－４４ 平成２７年

９月７日 建築工事業 建設業の廃止

（般－２５）第１４０９０号 平成２５年
８月２８日 （有）マドカ 久田 智貴 伊予郡砥部町五本松３２２ 平成２７年

９月１０日 建築工事業 建設業の廃止

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 湯山高縄北条線
松山市横谷乙２７３番５から

同市横谷乙２８３番２まで
平成２７年１０月１３日

��������������
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�愛媛県告示第１２５６号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

平成２７年１０月１３日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

平成２７年１０月２日

３ 指定道路の位置

伊予市米湊字西ノ原５３０番１

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ２９．８８メートル

� 幅員 ４．００メートル

�愛媛県告示第１２５７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２７年１０月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公 告

准看護師試験の施行について

保健師助産師看護師法（昭和２３年法律第２０３号）第１８条の規定に

より、平成２７年度准看護師試験を次のとおり施行する。

平成２７年１０月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 試験の場所

松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県庁第２別館６階大会議室

２ 試験の日時

平成２８年２月１２日（金）１２時３０分

３ 試験願書の提出期間

平成２８年１月４日（月）から８日（金）まで。

ただし、郵送による場合は、同日までの消印のあるものは、受

け付ける。

４ 受験願書の請求先及び提出先

〒７９０－８５７０

松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県保健福祉部社会福祉医療局医療対策課

�������
�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成２７年１０月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名

ライフル射撃競技用電子標的システムの購入

� 購入物品名及び数量

５０ｍＳＢ用電子標的システム 一式

１０ｍＡＲ・ＡＰ用電子標的システム 一式

（使用に当たり必要な運搬、搬入、設置、調整、説明等一式

を含む。）

� 購入物品の内容等

入札説明書等による。

� 納入期限

平成２８年３月３１日（木）

� 納入場所

内子町城の台公園特設ライフル射撃場

（所在地：愛媛県喜多郡内子町小田４２０番地）

� 入札方法

ア 入札は、原則として愛媛県電子入札システムを利用して行

うこととするが、愛媛県電子入札システムの利用者登録を行っ

ていない入札参加資格者が応札する場合には、紙入札を行う

ことができる。

イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金

額の８パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に

１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費

税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、見積もった契約金額の１０８分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、平成２６・２７・２８年度の製造の請負等に係る

一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業者で、次の

事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 納入期間中に適正かつ確実に納入できる体制が整備されてい

ることを証明した者であること。

� ４の�に掲げる提出期限の日から落札者の決定の日までの間
に、知事が行う入札参加資格停止の期間中にない者であること。

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 肱川公園線
大洲市肱川町山鳥坂２５８番３から

同町山鳥坂２４７番８まで

旧 ５．０～７．０ ０．１５４

新 １６．６～７３．６ ０．１５４

公 告
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� 修理、点検、保守その他アフターサービスを長期にわたり円

滑に実施できる者であること。

� 緊急時に速やかに対応できるものであること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問合せ先

愛媛県出納局会計課用品調達係

〒７９０－８５７０ 愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話（０８９）９１２－２１５６

� 入札書の受領期間

電子入札による場合は、平成２７年１１月２４日（火）の午前９時

から同月２５日（水）午前９時５９分まで

紙入札による場合は、平成２７年１１月２５日（水）午前９時５９分

まで

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成２７年１１月２５日（水）午前１０時００分

愛媛県総務部入札室 本館２階

４ その他

� ＷＴＯ協定の適用

本公告による調達は、ＷＴＯ（世界貿易機関）に基づく政府

調達に関する協定（平成７年条約第２３号）、政府調達に関する

協定を改正する議定書（平成２６年条約第４号）によって改正さ

れた同協定およびその他の国際約束の適用を受ける。

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した

物品を納入できることを証明する書類等を、入札説明書等に基

づき次の期限までに提出しなければならない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合

は、これに応じなければならない。

提出期限：平成２７年１１月１６日（月）午後５時００分

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 契約保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１５２条から

第１５４条までの規定による。

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると知事が判断した入札者

であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行っ

たものを落札者とする。

	 その他

ア 入札書の提出方法

電子入札による場合は、電子入札システムにより入札金額

及び電子くじ入力番号を入力のうえ、提出すること。

紙入札による場合は、入札書を直接または郵便（書留郵便

に限る。）により提出すること。

イ 詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be purchased：

Ｅlectronic scoring systems for rifle shooting competition，

１ Set

� Time limit of tender：９：５９ a．m．，２５ November２０１５

� For further informat ion，please contact :Suppl ies

Procurement Section，Accounting Division，Treasury

Bureau，Ehime Pre fec tu ra l Government，４‐４‐２

Ich ibancho，Matsuyama，Ehime ７９０‐８５７０ Japan

TEL０８９‐９１２‐２１５６

平成２７年１０月１３日 発行
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